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国立大学法人京都大学 第４期中期目標・中期計画（素案） 

 

中 期 目 標 中 期 計 画 

（前文）法人の基本的な目標  

  地球環境の変化やパンデミック、人口動態の変化、科学技術とりわ

け情報技術の著しい進展・普及等、近時の変化は人々の生活や社会の

あり方に大きな影響を与えるとともに解決困難な課題を多く生じさせ

ている。それに伴い、本学に対する社会からの期待も変化しつつある

。京都大学は国立大学法人として、かかる社会からの期待を踏まえつ

つ、今後6年間の目標を、以下の通り定める。 

  本学の「基本理念」に従った大学運営を進める。その中でもとりわ

け、自由の学風の下で独創的な研究を推進するため、多様で有為の人

材が世界中から本学へ集うことのできる魅力ある教育・研究環境の整

備と、自律的な運営を可能とする基盤の強化に注力する。 

  魅力ある教育・研究環境を実現するための方策として、学生の修学

環境や教育内容・体制の改善とともに、教員の教育・研究活動を支援

する体制の整備や処遇の改善に取り組む。特に、学生・教員の多様性

の確保は重要であり、優秀な海外留学生の増加や若手・女性教員の増

員・育成に充分配慮する。また、自律的な運営を行う基盤の強化のた

め、社会への発信力の強化、産学連携活動や基金活動の一層の推進に

積極的に取り組む。これらにより、本学の社会における存在感を高め

るとともに、社会からのより大きな支援獲得へと繋げていく。 

 

 

 

◆ 中期目標の期間 

  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６ 

年間とする。 

 

 

Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 Ⅰ 教育研究の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１ 社会との共創  １ 社会との共創に関する目標を達成するための措置   
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（１） 

世界トップクラスに比肩する研究大学を目指して、戦略的に国際的なプ

レゼンスを高める分野を定めるとともに、新たな学際領域の創出にも注

力し、国内外の優秀な研究者や学生を獲得できる教育研究環境（特別な

研究費、給与等）を整備する。併せて、データ基盤を含む最先端の教育

研究設備や、産学官を越えた国際的なネットワーク・ハブ機能等の知的

資産が集積する世界最高水準の拠点を構築する。② 

【１】 

斬新な研究領域を切り拓くには、優秀な若手研究者を増加させることが必須であるが、経済

的な負担が博士後期課程への進学や入学の障害となっている現実がある。そのため優秀な学

生を博士後期課程に進学・入学させる取組の１つとして、博士後期課程学生（留学生を除く

）に対する授業料相当額の支援を拡充する。② 

評価指標 【１】（定量）授業料相当額の支援を受けた博士後期課程学

生の割合 50%（第４期中期目標期間中 毎年度） 

 【２】 

自由闊達で独創的な発想に基づく挑戦的な課題研究に取り組む若手研究者を、学術領域を問

わず世界中から募り、その研究を5年間保証する京都大学次世代研究者育成支援事業「白眉

プロジェクト」によって、国内外から優れた若手研究者を受け入れる。また、世界最高水準

の拠点の構築のため、高等研究院を拡充し、拠点事業のさらなる発展を図るとともに、白眉

プロジェクトの雇用期間終了者を含め、若手研究者が新たな学術分野に挑戦できるような仕

組みを整備し、各研究科・研究所と連携して新領域の創設を促進する。【指定国構想】② 

 
 

評価指標 

 

【２】－１（定量）白眉プロジェクトによる研究者採用数 

累計325名（第４期中期目標期間最終年度） 

【２】－２（定性）高等研究院における、若手研究者が新た

な学術分野に挑戦できるような仕組みの整備（第４期中期目

標期間最終年度） 

 

 【３】 

再生医科学や化学・材料科学分野といった強みのある領域を一層強化するとともに、新興領

域、融合領域、学際領域の開拓を促進し、特に研究の多様性を重視する京都大学の独自性が

現れているともいえる入れ替わりが活発な新しい領域（スモールアイランド型研究領域※）

をコンスタントに創生するため、URAによる支援体制の整備・強化や学内ファンドによる支

援等を行うとともに、それらの新領域研究の進展についてフォローアップを行う。また、本

学及び国内外の研究動向のリアルタイム解析を行い、それらの成果を新領域の開拓に活用す

る。 

※NISTEP作成のSci-GEOチャートによる研究領域の4類型より② 

 
 

評価指標 

 

【３】（定性）スモールアイランド型研究領域がコンスタン

トに生まれるような、学内ファンドによる財政支援やURAに

よる研究支援をより効率的に行うための組織の再編・整備 

（令和７年度を目途に実施し、以後、年次進行） 
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 【４】 

学問分野の細分化が進みがちな人文・社会科学の分野において、分野相互間の交流や文理融

合的取組を促すことで人文・社会科学の未来形を切り拓く取組を行ってきたところであるが

、この取組をさらに発展させるため、新たに組織を設置して専任の教職員を配置し、人文・

社会科学系の研究者相互間の学際研究や自然科学系研究者との交流を促進する。また、研究

成果の社会への発信やインパクトファクター付きの既刊英文ジャーナル等を強化し、民間企

業との共同研究等、広く社会との協働を促進するとともに、本学の人文・社会科学の成果の

国際的発信力を強化する。【指定国構想】② 

 
 

評価指標 【４】－１（定性）人文・社会科学分野の学際研究の推進や

社会発信を担う新組織の整備・設置（令和４年度を目途に実

施し、以後、維持運営） 

【４】－２（定量）学際研究・産官学共創研究・国際プロジ

ェクトの支援数 10件／年（第４期中期目標期間中 毎年度

） 

２ 教育 ２ 教育に関する目標を達成するための措置 
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（２） 

国や社会、それを取り巻く国際社会の変化に応じて、求められる人材を

育成するため、設置・運営する学士課程、修士課程、博士後期課程、専

門職学位課程の各課程において、柔軟かつ機動的に教育プログラムや教

育研究組織の改編・整備を推進することにより、需要と供給のマッチン

グを図る。④ 

【５】 

各学部・研究科等において外部評価委員会等を通じ、社会の多様なステークホルダーからの

意見を得て、社会が求める人材の変化を踏まえて検討した上で、その成果や各学問分野の発

展状況を教育プログラム並びに組織改編・整備に反映させる。併せて、経営協議会における

議論を踏まえ、戦略調整会議や企画委員会において社会のニーズや学問分野の発展状況と本

学の教育研究組織のあり方の整合性に関する検討を行い、各学部・研究科等と連携して各課

程における需要と供給のマッチングを意識した組織改編・整備を推進する。④ 

評価指標 【５】－１（定性）戦略調整会議や企画委員会における、社

会の要請も踏まえた組織再編の現況評価・検証並びに改革案

の作成（第４期中期目標期間中 毎年度） 

【５】－２（定性）各教育研究組織における外部評価委員会

等の設置・開催（第４期中期目標期間中に各組織１回以上） 

 

（３）  

特定の専攻分野を通じて課題を設定して探究するという基本的な思考の

枠組みを身に付けさせるとともに、視野を広げるために他分野の知見に

も触れることで、幅広い教養も身に付けた人材を養成する。（学士課程

）⑥ 

【６】 

学問分野の発展並びに社会状況や学生の変化に応じて教育内容を見直すとともに、自ら課題

を見出し解決策を探求するという自学自習の精神をより確実に修得させるため、教養教育に

おいても、また、専門教育においても、少人数教育の強化や、教育支援の電子化促進等によ

る効果的な教育方法の開発に取り組む。⑥ 

評価指標 【６】（定量）少人数で課題を探求する科目（ILASセミナー

）開講科目履修者数 10%増加（令和２年度と比べて第４期

中期目標期間最終年度） 
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（４） 

研究者養成の第一段階として必要な研究能力を備えた人材を養成する。

高度の専門的な職業を担う人材を育成する課程においては、産業界等の

社会で必要とされる実践的な能力を備えた人材を養成する。（修士課程

）⑦ 

【７】 

研究者として高い資質を有する可能性のある者が修士課程への入学・進学を目指すことがで

きるよう、修士課程学生への奨学金等の支援を強化し、併せて博士後期課程への優秀な進学

候補者を確保する。⑦ 

 
 

評価指標 【７】（定量）大学独自の奨学金支給対象者数 月10万円の

奨学金を70名程度に支給（第４期中期目標期間中 毎年度） 

 

 【８】 

地球社会の調和ある共存に寄与するため、学問の発展状況や社会の変化に応じて専門教育の

内容を見直すとともに、社会人入学の拡充にも取り組む。また、各研究科の大学院教育を支

援する全学組織を設置し、研究科単独では提供困難な横断科目や横断教育コースを充実させ

、学生が専門領域以外の教育を受けられる機会を確保し、また、起業や産学連携に関する科

目を提供することで、社会での実践的能力を習得できる機会も提供する。⑦ 

 

 

 

 

 

評価指標 【８】－１（定性）大学院教育を支援する全学組織の設置・

運営（令和４年度に設置完了し本稼働、以後、維持運営） 

【８】－２（定量）横断科目の履修者数  10％増加（令和

２年度と比べて第４期中期目標期間最終年度） 

（５） 

深い専門性の涵養や、異なる分野の研究者との協働等を通じて、研究者

としての幅広い素養を身に付けさせるとともに、独立した研究者として

自らの意思で研究を遂行できる能力を育成することで、アカデミアのみ

ならず産業界等、社会の多様な方面で求められ、活躍できる人材を養成

する。（博士課程）⑧ 

【９】 

研究者として高い資質を有する者が博士後期課程へ入学・進学できるよう、経済的支援を拡

充する。⑧ 

 
 

評価指標 

 

【９】（再掲）（定量）授業料相当額の支援を受けた博士後

期課程学生の割合 50%（第４期中期目標期間中 毎年度） 



法人番号：52 

- 6 - 

 

 【10】 

地球社会の調和ある共存に寄与するため、学問の発展状況や社会の変化に応じて専門教育の

内容を見直すとともに、社会人入学の拡充にも取り組む。また、各研究科の大学院教育を支

援する全学組織を設置し、研究科単独では提供困難な横断科目や横断教育コースを充実させ

、学生が専門領域以外の教育を受けられる機会を確保し、また、起業や産学連携に関する科

目を提供することで、社会での実践的能力を習得できる機会も提供する。⑧（再掲） 

 

 

 

評価指標 【10】－１（定性）大学院教育を支援する全学組織の設置

・運営（令和４年度に設置完了し本稼働、以後、維持運営

） 

【10】－２（定量）横断科目の履修者数 10％増加（令和

２年度と比べて第４期中期目標期間最終年度） 

（６） 

学生の海外派遣の拡大や、優秀な留学生の獲得と卒業・修了後のネット

ワーク化、海外の大学と連携した国際的な教育プログラムの提供等によ

り、異なる価値観に触れ、国際感覚を持った人材を養成する。⑫ 

【11】 

学部については、学部段階から優秀で志の高い留学生を積極的に受け入れ日本人学生と共に

学ばせる教育プログラム「Kyoto University International Undergraduate Program（Kyot

o iUP）」を充実させ、優秀な留学生を増加させるとともに、単位修得を伴う短期留学を増

加させる。【指定国構想】⑫ 

 

 

 

評価指標 

 

【11】－１（定量）Kyoto iUPの入学者数 20人から40人へ

（令和３年度と比べて第４期中期目標期間最終年度） 

【11】－２（定量）中長期及び短期の海外留学者（学部生）

400名のうち、交換留学生と単位認定の仕組みを伴う短期プ

ログラム等への派遣人数 200名（第４期中期目標期間最終

年度） 
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 【12】 

大学院については、大学院教育を支援する全学的組織を設置し、その中で海外拠点等と連携

して優秀な留学生の獲得や大学院生の海外派遣など大学院教育のグローバル展開を強化す

る。【指定国構想】⑫ 

 
 

評価指標 

 

【12】－１（定量）外国人留学生数 4,000人（学部生300人

を含む）（第４期中期目標期間最終年度） 

【12】－２（定量）中長期及び短期の海外留学者数の増加状

況 2,000人（学部生400人を含む）（第４期中期目標期間最

終年度） 

（７） 

様々なバックグラウンドを有する人材との交流により学生の視野や思考

を広げるため、性別や国籍、年齢や障害の有無等の観点から学生の多様

性を高めるとともに、学生が安心して学べる環境を提供する。⑬ 

【13】 

全学において、女子中高生の関心の低い研究分野の魅力を伝えるコンテンツ作り・イベント

等の実施、女子中高生の保護者や進路指導担当教師の意識に働きかける相談会の実施など、

女子学生比率の増加に向けたアクションプランを策定するとともに、全学部及び全研究科に

おいても同様のアクションプランを策定して、部局間の連携・協力のもとでこれを実施する

。とりわけ、女子中高生に対する情報発信を強化する。⑬ 

 
 

評価指標 

 

【13】（定性）女子中高生、保護者及び進路指導担当教師の

意識に働きかける各種取組の実施（第４期中期目標期間中 

毎年度） 

 【14】 

学部については、学部段階から優秀で志の高い留学生を積極的に受け入れ日本人学生と共に

学ばせる教育プログラム「Kyoto University International Undergraduate Program（Kyot

o iUP）」を充実させ、優秀な留学生を増加させるとともに、単位修得を伴う短期留学を増

加させる。【指定国構想】⑬（再掲） 

  
 

評価指標 

 

【14】－１（定量）Kyoto iUPの入学者数 20人から40人へ

（令和３年度と比べて第４期中期目標期間最終年度） 

【14】－２（定量）中長期及び短期の海外留学者（学部生）

400名のうち、交換留学生と単位認定の仕組みを伴う短期プ

ログラム等への派遣人数 200名（第４期中期目標期間最終

年度） 
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 【15】 

大学院については、大学院教育を支援する全学的組織を設置し、その中で海外拠点等と連携

して優秀な留学生の獲得や大学院生の海外派遣など大学院教育のグローバル展開を強化す

る。【指定国構想】⑬（再掲） 

 
 

評価指標 

 

【15】－１（定量）外国人留学生数 4,000人（学部生300人

を含む）（第４期中期目標期間最終年度） 

【15】－２（定量）中長期及び短期の海外留学者数の増加状

況 2,000人（学部生400人を含む）（第４期中期目標期間最

終年度） 

 【16】 

学部・大学院を問わず、学生の生活、心身の健康、修学状況などにかかる相談のニーズに対

応するため、学生総合支援センターによる相談体制を見直し、全学的な組織体制を強化・整

備した上で、各キャンパスに学生の相談・支援全般に対応する窓口を整備する。⑬ 

 
 

評価指標 

 

【16】（定量）相談窓口 5ヶ所程度、担当者数 15名程度 

（令和４年度に設置し、以後、維持運営） 

３ 研究  ３ 研究に関する目標を達成するための措置 

（８） 

真理の探究、基本原理の解明や新たな発見を目指した基礎研究と個々の

研究者の内在的動機に基づいて行われる学術研究の卓越性と多様性を強

化する。併せて、時代の変化に依らず、継承・発展すべき学問分野に対

して必要な資源を確保する。⑭ 

【17】 

諸外国の有力大学に比べて弱い研究者支援体制を充実させるため、研究室等において教育・

研究補佐業務に従事する職員やURAの全学的な雇用体制を整備し、研究者がより研究に専念

できる研究環境改善を図る。⑭ 

 

評価指標 

 

【17】－１（定性）各研究室において教育・研究補佐業務に

従事する職員を全学管理する新しい雇用体制を整備する。（

令和４年度を目途に整備し、以後、維持運営） 

【17】－２（定量）国際的に評価の高いジャーナル（Top10%

）への掲載論文数 年間平均1,100篇（第４期中期目標期間

最終年度） 
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 【18】 

真理の探究や社会課題の解決に向け、研究者がその内在的動機に基づいて研究を推進するた

めの研究費を得られるよう、若手研究者等が着任時に研究を開始するための研究費の支援（

「若手研究者スタートアップ研究費」）や、中堅研究者等がより大型の研究費を獲得するた

めの支援（「いしずえ」）をする仕組みを整備・強化する。⑭ 
 

評価指標 

 

【18】（定量）若手研究者等が着任時に研究を開始するため

の研究費の支援（「若手研究者スタートアップ研究費」）、

中堅研究者等がより大型の研究費を獲得するための支援（「

いしずえ」）の採択件数（第4期中） 若手研究者スタート

アップ研究費  600件、いしずえ 300件（第４期中期目標

期間最終年度） 

 【19】 

若手研究者が基礎研究や応用研究、とりわけ学問の新地平を切り拓く研究に挑戦するための

機会を得られるよう、非正規教員ポストから正規教員ポストへ移行させる仕組み等を含め、

柔軟な定員運用の仕組みを拡大する。【指定国構想】⑭ 
 

評価指標 

 

【19】（定量）若手教員及び研究者の割合 30%（第４期中

期目標期間最終年度） 

（９） 

地域から地球規模に至る社会課題を解決し、より良い社会の実現に寄与

するため、研究により得られた科学的理論や基礎的知見の現実社会での

実践に向けた研究開発を進め、社会変革につながるイノベーションの創

出を目指す。⑮ 

【20】 

諸外国の有力大学に比べて弱い研究者支援体制を充実させるため、研究室等において教育・

研究補佐業務に従事する職員やURAの全学的な雇用体制を整備し、研究者がより研究に専念

できる研究環境改善を図る。⑮（再掲） 

 

評価指標 

 

【20】－１（定性）各研究室において教育・研究補佐業務に

従事する職員を全学管理する新しい雇用体制を整備する。（

令和４年度を目途に整備し、以後、維持運営） 

【20】－２（定量）国際的に評価の高いジャーナル（Top10%

）への掲載論文数 年間平均1,100篇（第４期中期目標期間

最終年度） 
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 【21】 

真理の探究や社会課題の解決に向け、研究者がその内在的動機に基づいて研究を推進するた

めの研究費を得られるよう、若手研究者等が着任時に研究を開始するための研究費の支援（

「若手研究者スタートアップ研究費」）や、中堅研究者等がより大型の研究費を獲得するた

めの支援（「いしずえ」）をする仕組みを整備・強化する。⑮（再掲） 

 
 

評価指標 

 

【21】（定量）若手研究者等が着任時に研究を開始するため

の研究費の支援（「若手研究者スタートアップ研究費」）、

中堅研究者等がより大型の研究費を獲得するための支援（「

いしずえ」）の採択件数（第4期中） 若手研究者スタート

アップ研究費  600件、いしずえ 300件（第４期中期目標

期間最終年度） 

 【22】 

若手研究者が基礎研究や応用研究、とりわけ学問の新地平を切り拓く研究に挑戦するための

機会を得られるよう、非正規教員ポストから正規教員ポストへ移行させる仕組み等を含め、

柔軟な定員運用の仕組みを拡大する。【指定国構想】⑮（再掲） 

 
 

評価指標 

 

【22】（定量）若手教員及び研究者の割合 30%（第４期中

期目標期間最終年度） 

 【23】 

産官学連携本部において、研究成果に基づき得られた特許の利用促進や学内シーズに基づく

ベンチャー支援を通じて研究成果の社会還元を促進することで、社会変革を促すイノベーシ

ョンに貢献する。【指定国構想】⑮ 

 
 

評価指標 

 

【23】（定量）ベンチャー企業創出数 第4期中期目標期間

において新たに40社（第４期中期目標期間最終年度） 
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（10） 

若手、女性、外国人など研究者の多様性を高めることで、知の集積拠点

として、持続的に新たな価値を創出し、発展し続けるための基盤を構築

する。⑰ 

【24】 

新たな学問領域の創成に向けて研究者の多様性を確保する観点から、教員定員運用上の工夫

や定員増等のインセンティブ等を用いることで、若手研究者を増加させる。また、全学にお

いて、女性限定の定員等を措置する採用インセンティブ、優秀な女性教員を定員の枠を越え

て上位の職階に昇任させる昇任インセンティブ、研究支援・実験補助者雇用制度の拡充等の

環境整備など、女性教員比率の増加に向けたアクションプランを策定するとともに、全部局

においても同様のアクションプランを策定して、部局間の連携・協力のもとでこれを実施す

る。【指定国構想】⑰ 

 
 

評価指標 

 

【24】－１（再掲）（定量）若手教員及び研究者の割合 30

%（第４期中期目標期間最終年度） 

【24】－２（定量）女性教員比率 20％（第４期中期目標期

間最終年度） 

４  その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項 ４ その他社会との共創、教育、研究に関する重要事項に関する目標を達成するための措

  置 

（11） 

国内外の大学や研究所、産業界等との組織的な連携や個々の大学の枠を

越えた共同利用・共同研究、教育関係共同利用等を推進することにより

、自らが有する教育研究インフラの高度化や、単独の大学では有し得な

い人的・物的資源の共有・融合による機能の強化・拡張を図る。⑱ 

【25】 

海外の大学や研究機関等と共同で設置する現地運営型研究室であるOn-site Laboratory及

び相互交流に留まらず共同研究・人材交流の深化・推進を目的とする戦略的パートナーシッ

プ等の国際学術ネットワークの枠組を活用しつつ、国際的な研究活動を推進する。【指定国

構想】⑱ 

 
 

評価指標 

 

【25】（定量）On-site Laboratoryや戦略的パートナーシッ

プ事業に基づく、国際共同研究への支援件数 年間30件（第

４期中期目標期間最終年度） 

 【26】 

国内外の研究者との連携を強化し、共同研究を促進するため、共同利用・共同研究拠点の活

動を支援する。⑱ 

 
 

評価指標 

 

【26】（定性）未踏科学研究ユニット（研究連携基盤を構成

する研究所・センター等の多彩な学術領域をベースにした、

ボトムアップ的な新たな学際的研究分野創成への試みを行

うための機能）等も活用した共同利用・共同研究拠点におけ

る新領域開拓に係る支援（第４期中期目標期間中 毎年度） 
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 【27】 

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、「オープンイノベーション機構」等を

通じて、本学と民間企業等との間で締結される組織対組織の包括的な協定に基づく共同研究

を促進することで、大型共同研究を増加させる。【指定国構想】⑱ 
 

評価指標 

 

【27】－１（定量）大型共同研究の実施金額 15億円増（第

３期期間中の年平均額と比べて第４期中期目標期間最終年

度） 

【27】－２（定量）共同研究の実施金額 年間80億円（第４

期中期目標期間最終年度） 

 【28】  

本学の教育研究インフラの高度化のため、文献、資料等の膨大な知の集積と調和させつつデ

ジタル化・グローバル化時代に相応しい知識・情報基盤としての図書館機能を整備する。⑱ 
 

評価指標 

 

【28】－１（定量）電子ブックの増加 年間300冊程度（第

４期中期目標期間中 毎年度） 

【28】－２（定量）学術情報リテラシー教育支援事業の実施

状況（年間、15回程度開催、200人程度参加）（第４期中期

目標期間中 毎年度） 

（12） 

世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全か

つ安定的に提供することにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与す

るとともに、医療分野を先導し、中核となって活躍できる医療人を養成

する。（附属病院）⑳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【29】 

先端医療研究開発機構（iACT）を中心として、臨床研究支援機能の充実・強化を図るととも

に、産官学連携本部と密に連携して、企業等と共同で、医学部附属病院が有する次世代医療

・iPS細胞治療研究センター（Ki-CONNECT）の機能や、クリニカルバイオリソース（高品質

なヒト生体試料及び付随する関連診療情報）、医療リアルワールドデータ（臨床現場で得ら

れる診療行為に基づく情報を集めた医療データ）などの様々なリソースを活用した事業を展

開する。これらにより、先進的な治験や臨床研究の実施数増加、クリニカルバイオリソース

及び医療リアルワールドデータの利活用促進による積極的な外部資金獲得を講じて、医学部

附属病院の財務基盤強化を進める。⑳ 

評価指標 

 

【29】－１（定量）臨床研究を専らとする教員の病院財源で

の雇用状況配置数 6名（第４期中期目標期間最終年度） 

【29】－２（定量）先進的臨床研究の受託および実施数 20

0件（First in human（FIH）試験、iPS細胞等を活用した再

生医療、希少疾患関連臨床試験、医師主導治験、先進医療、

臨床研究法遵守特定臨床研究実施件数）（第４期中期目標期

間最終年度） 

【29】－３（定量）クリニカルバイオリソース利用率 40%

（第４期中期目標期間最終年度） 

【29】－４（定量）リアルワールドデータ利用件数 50件（

第４期中期目標期間最終年度） 
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 【30】 

医学部附属病院における、臨床・教育・研究の三本柱をより強化するため、教員及びメディ

カルスタッフ等における重要業務評価指標(KPI)を定め、評価体系に基づく新たなインセン

ティブ付与、キャリアパスを可能とする組織改革を行う。⑳ 

 
 

評価指標 

 

【30】－１（定性）各職種の状況に応じた重要業務評価基準

(KPI)の設定（第４期中期目標期間最終年度） 

【30】－２（定性）評価基準によるインセンティブを含めた

給与体系の見直し（第４期中期目標期間最終年度） 

【30】－３（定性）評価基準に基づく戦略的な人員配置の実

施（第４期中期目標期間最終年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【31】 

医療分野を先導し、中核となって活躍できる医療人を社会に広く提供するために、医学部の

有する教育コンテンツを活用し、学校教育法105条に基づくコースを含む、社会人向けイン

テンシブコースの充実を図る。⑳ 

  
 

評価指標 

 

【31】－１（定量）社会人向けインテンシブコースの設置数

 ２件（第４期中期目標期間最終年度） 

【31】－２（定量）社会人向けインテンシブコースへの参加

者数 20名（第４期中期目標期間最終年度） 
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（13） 

内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生か

すための仕組みの構築、学内外の専門的知見を有する者の法人経営への

参画の推進等により、学長のリーダーシップのもとで、強靭なガバナン

ス体制を構築する。㉑ 

【32】 

本学では独自のプロボスト制度を設けるとともにプロボストの下に戦略調整会議をおき、On

-site Laboratoryその他の新たな施策を打ち出してきたところであるが、第４期においても

、このプロボスト制度を最大限に活用し、将来構想等に関わる重要施策についての具体的提

言をとりまとめることにより、総長のリーダーシップの強化に資する。さらに、経営協議会

においては、可能な限り多くのステークホルダーの意見が反映できるように、学外委員の割

合を増やし、社会的ニーズが法人経営に十分に反映されるようにするなど、総長のもとでの

強靭なガバナンス体制を構築する。また、ガバナンス体制を支える事務の効率化と強化を図

るとともに、職員が意欲を持って働ける職場の実現を目指す。㉑ 

 
 

評価指標 【32】－１（定量）戦略調整会議からの答申等の大学運営へ

の反映実績 60％（第４期中期目標期間最終年度） 

【32】－２（定量）経営協議会の委員構成において、３分の

２以上を学外委員とする。（第４期中期目標期間最終年度） 

【32】－３（定性）職員の人事制度改革等に係る施策の実施

（第４期中期目標期間前期を目途に実施） 

（14） 

大学の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備について、

保有資産を最大限活用するとともに、全学的なマネジメントによる戦略

的な整備・共用を進め、地域・社会・世界に一層貢献していくための機

能強化を図る。㉒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【33】 

再生可能エネルギーの導入促進、融通による電力負荷の平準化、CO2排出量の削減を図ると

ともに、エネルギーを建物単位で統合管理し、さらには災害時のレジリエンスを確保するこ

とで、「京都大学スマートキャンパス計画」の実現に向けた取組を実施し、SDGsの推進に貢

献する。㉒ 
 

評価指標 

 

【33】－１（定量）主要キャンパスにおいて、建物単位での

電力使用状況の見える化を100％達成する。（第４期中期目

標期間最終年度） 

【33】－２（定量）エネルギー消費原単位を、2021年度比で

6％削減する。（第４期中期目標期間最終年度） 

【33】－３（定量）自家消費型再エネ発電設備の普及を促進

し、総容量1MWを達成する。（第４期中期目標期間最終年度

） 
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 【34】 

安全・安心で魅力ある教育研究環境を整備するため、施設整備費補助金のみならず宿舎跡地

等の活用や寄附金等、大学独自の資金により必要な施設の整備に取り組む。㉒ 
 

評価指標 

 

【34】（定性）施設整備費補助金及び独自資金による施設整

備の実績（第４期中期目標期間最終年度） 

 【35】 

新規プロジェクトの展開等、活発な教育研究活動の進展に柔軟に対応できるよう、全学的・

戦略的な観点による施設の有効利用を進め、効率的なスペースの運用・再配分を推進する。

㉒ 

 

 

評価指標 

 

【35】（定量）スペース運用及び再配分面積の増加状況 20

％増加（令和３年度と比べて第４期中期目標期間最終年度） 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（15） 

公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるととも 

に、適切なリスク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極 

的な活用、研究成果の活用促進のための出資等を通じて、財源の多元化 

を進め、安定的な財務基盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の 

方向性を見据え、その機能を最大限発揮するため、学内の資源配分の最 

適化を進める。㉓ 

【36】 

第４期中期目標期間の開始にあたり、各部局・事務部に対する配分額を見直し、当該部局等 

で必要となる経費や将来構想、大学全体の方針等を踏まえた配分を行う。また、期間を通じ 

て、中期目標の達成に向けた効率的・効果的な予算配分を実施し、学内資源配分の最適化を 

図る。㉓ 

評価指標 

 

【36】（定性）学内の予算配分方法の再検討と実施（令和

４年度から実施し、以後、随時見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【37】 

産業界からの研究費受入れにあたり、適切な間接経費の確保等を通じて、大学の研究基盤 

を財政的に支える仕組みの実質化を図る。㉓ 

評価指標 

 

【37】（定量）直接経費62.7億円、間接経費17.3億円、合

計80億円（【27】【39】の目標値）の受入額（第４期中

期目標期間最終年度） 
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 【38】 

安定的な財務基盤の構築に向けて、基金活動を推進するとともに、同窓会組織の拡大を通し 

て、卒業生等の支援者を対象とした効率的かつ効果的な基金活動を展開し、適切なリスク管 

理のもとでの効率的な資産運用を行い、運用実績を高めるため、運用の規模を拡大する。【

指定国構想】㉓ 

 
 

評価指標 【38】（定量）京都大学基金（特定基金を含む）の寄附受

入額 期間中累計125億円 

 【39】 

個々の教員が民間企業との間で行う共同研究に加え、「オープンイノベーション機構」等を 

通じて、本学と民間企業等との間で締結される組織対組織の包括的な協定に基づく共同研究 

を促進することで、大型共同研究を増加させる。【指定国構想】㉓（再掲） 

 
 

評価指標 

 

【39】－１（定量）大型共同研究の実施金額 15億円増（

第３期期間中の年平均額と比べて第４期中期目標期間最終

年度） 

【39】－２（定量）共同研究の実施金額 年間80億円（第

４期中期目標期間最終年度） 

Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び

評価並びに当該状況に係る情報の提供に関する事項 

Ⅳ  教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状

況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（16） 

外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検・評

価の結果を可視化するとともに、それを用いたエビデンスベースの法人

経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況、自己点検・

評価の結果等に留まらず、教育研究の成果と社会発展への貢献等を含め

て、ステークホルダーに積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対

話を通じて法人経営に対する理解・支持を獲得する。㉔ 

【40】 

大学の運営状況や財務状況、将来構想などの情報についてとりまとめた各種刊行物の発行の

ほか、Webサイトを充実させ積極的に活用し、広く一般に情報を発信するとともに、同窓会

に対する情報発信を強化する。㉔ 

 

 
 

評価指標 

 

【40】－１（定性）Webサイトを活用した、自己点検報告書

、国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等に

関する報告書、アニュアルレポート、などの発行・公開（

第４期中期目標期間中 毎年度） 

【40】－２（定量） KUON（同窓生向けサービス）の登録

者数 62,500人（第４期中期目標期間最終年度） 
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 【41】 

大学のミッションや各中期計画にかかる取組状況、各部局の教育・研究活動等について、大

学評価委員会及び同委員会の下に設置された点検・評価実行委員会において検証し、導き出

された問題点、課題等を改善に繋げることにより、自己点検・評価を充実・強化するととも

にその結果を各種学内委員会、とりわけ学外委員が多数を占める経営協議会で充分検討を行

い、大学運営にあたっては、それらの検討結果を反映させる。㉔ 

 
 

評価指標 

 

【41】（定性）各種学内委員会での検討と大学運営への反

映（第４期中期目標期間中 毎年度） 

 【42】 

「京都大学オープンアクセス方針」「京都大学研究データ管理・公開ポリシー」等に基づき

、学術情報リポジトリ（KURENAI）、貴重資料デジタルアーカイブを通じて本学の研究成果

・学術資源のオープンアクセス化を推進する。㉔ 
 

評価指標 

 

【42】－１（定量）教育研究活動データベースに教員が登

録した研究業績(論文)のうちKURENAIに登録された論文の

割合 最終年次に20％到達（第４期中期目標期間最終年度

） 

【42】－２（定量）貴重資料デジタルアーカイブのコンテ

ンツ公開数 最終年次に4,000タイトル増（第４期中期目標

期間最終年度） 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項に関する目標を達成するためにとるべき措置 

（17） 

AI・RPA （Robotic Process Automation）をはじめとしたデジタル技術

の活用や、マイナンバーカードの活用等により、業務全般の継続性の確

保と併せて、機能を高度化するとともに、事務システムの効率化や情報

セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制を整備し、デジタ

ル・キャンパスを推進する。㉕ 

【43】 

教員の事務負担を軽減するとともに、不正経理の発生を防止するという観点から、旅費シス

テム及び電子購買システムの導入等による事務手続きの電子化を推進する。㉕ 

 
 

評価指標 

 

【43】（定性）旅費システム及び電子購買システムの導入

（令和５～６年度を目途に実施） 
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 【44】 

教育、研究、業務運営等全般の質の向上を図るために、情報基盤を拡充するとともに、情報

セキュリティ確保のための体制を維持し、対策の強化を図る。㉕ 

  
 

評価指標 

 

【44】－１（定性）情報基盤の拡充のための取組の実施（

第４期中期目標期間中 毎年度） 

【44】－２（定性）情報セキュリティ確保のための体制の

維持、及び対策を強化するための取組の実施（第４期中期

目標期間中 毎年度） 

 

 

（その他の記載事項） 

 

１．人事に関する計画 

・女性教員の比率を向上させる。 

・事務組織や教育研究支援体制の機能強化を促進する人事制度改革等を実施する。 

・中期計画を実行するための適切な人員配置を行う。 

・新しい年俸制の導入等、教員の人事制度を改革することにより、教員の教育研究等意欲

を向上させる。 

・クロスアポイントメント制度の更なる活用と促進を行う。 

 

２．コンプライアンスに関する計画 

・公正な研究活動の推進に向けた実効性のある研究公正推進アクションプランを策定し、

各部局等からの実施状況報告について検証を行い、検証結果を踏まえた適切な見直しを

行う。また、それに基づくｅ－ラーニング等を活用した倫理教育を行うとともに、規程

に沿った研究データ保存を確実に推進する。 

・研究費の適正な使用に向けた実効性のある不正防止計画を策定し、モニタリング等を通

じ、計画の着実な実施の検証を行うとともに、検証結果を踏まえ、計画の適切な見直し

を行う。また、不正を起させない組織風土を形成するためのコンプライアンス教育、啓

発活動を実施する。 

・法令及び学内規程等の遵守を徹底するための内部監査を実施する。また、内部監査部門

と監事及び会計監査人との連携強化を図る。 

 

３．安全管理に関する計画 

・衛生管理者と産業医の横断的連携及び多様な研修手法を駆使した安全衛生教育活動を実

施する。 

・学生、教職員の精神保健を含む包括的健康管理を行う。 

・事故情報の解析及び事後調査を通じた再発防止活動を実施する。 

・多種多様な規制物質に対しリスクを配慮した管理を徹底する。 
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４．マイナンバーカードの普及促進に関する計画 

・学生向けポータルサイト等にマイナンバーカードに関する記事を掲載し、取得を促進す

る。 

・京都大学教職員ポータルの掲示板等にマイナンバーカードに関する記事を定期的に掲載

し、取得を促進する。 

 

 


